
令和６年度寒河江市届出保育施設等

保育料負担軽減補助金

申請フローチャート

第２子第１子

※ただし市民税所得割額は、

次の税額控除をする前の額を

用います。

・寄付金税額控除・外国税税額控除・

配当控除・住宅借入金等特別控除

申請いただく児童について、兄弟の有無や所得割課税

額等により、補助額が異なりますので、下記の図にて、

ご確認ください。

父母の市民税

所得割額※

97,000円以上

同時入所

同時入所ではない 同時入所である

97,000円未満

父母の市民税

所得割額※

97,000円未満 97,000円以上

補助金額① 補助対象では

ありません

補助金額③補助金額① 補助金額② 補助金額③

補助金額①

保育料の額。ただし 、ひと月あたり

４２，０００円が上限

補助金額②

保育料の額の半額。ただし 、ひと月あたり

２１，０００円が上限

補助金額③

実際に払った保育料の額

第○子

第３子以降


